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国
民
年
金
制
度
の
発
展
過
程
に

お
い
て
生
じ
た
特
別
な
事
情
に
よ

り
、
障
害
基
礎
年
金
等
を
受
給
し

て
い
な
い
か
た
を
対
象
と
し
た
福

祉
的
措
置
と
し
て
、
特
別
障
害
給

付
金
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

◇
対
象
者

次
の
い
ず
れ
か
の
任

意
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
期
間

内
に
初
診
日
が
あ
り
、
現
在
障

害
基
礎
年
金
１
、
２
級
相
当
の

障
害
に
該
当
す
る
か
た

・
平
成
３
年
３
月
以
前
に
国
民
年

金
任
意
加
入
対
象
で
あ
っ
た
学

生
・
昭
和
61
年
３
月
以
前
に
国
民
年

金
任
意
加
入
者
で
あ
っ
た
被
用

者
（
厚
生
年
金
、
共
済
組
合
等

の
加
入
者
）
の
配
偶
者

◇
請
求
窓
口

住
民
課（
た
だ
し
、

障
害
認
定
日
の
審
査
・
支
給
事

務
は
社
会
保
険
事
務
局
で
行
い

ま
す
）

◇
ご
注
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と

・
給
付
金
の
支
給
は
、
請
求
の
あ

っ
た
月
の
翌
月
分
か
ら
で
す

（
請
求
が
遅
れ
た
場
合
に
、
遡

っ
て
支
給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

５
月
分
か
ら
受
け
取
る
た
め
に

は
、
４
月
中
に
請
求
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
障
害
認
定
に
必
要

な
添
付
書
類
が
全
て
そ
ろ
わ
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
４
月
中

に
請
求
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

可
能
で
す
）

・
障
害
認
定
事
務
は
、
過
去
の
状

況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
な

ど
非
常
に
時
間
を
要
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
個
々
の
ケ
ー
ス

に
も
よ
り
ま
す
が
、
支
給
の
決

定
ま
で
数
か
月
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い

・
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
か
た

は
、
申
請
に
よ
り
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す

※
詳
し
く
は
、
住
民
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

特
別
障
害
給
付
金
制
度
４
月
開
始

町
教
育
委
員
会
で
は
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ク
ラ
ブ
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
快
い
汗

を
か
い
て
み
ま
せ
ん
か
！

◇
対
象
者

中
学
生
以
上
18
歳
以

下
で
町
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

者
◇
主
な
活
動
内
容

▼
子
ど
も
と

一
緒
に
野
外
炊
飯（
キ
ャ
ン
プ
）

▼
町
の
文
化
祭
・
産
業
祭
な
ど

イ
ベ
ン
ト
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト

▼
図
書
館
受
付
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど

◇
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

教

育
委
員
会
生
涯
学
習
課
へ

町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ク
ラ
ブ
員
募
集

平
成
17
年
度
の
町
に
対
す
る
米

の
生
産
目
標
数
量
は
、
２
、
２
２

０
㌧
（
面
積
換
算
で
約
４
６
４
・

４
㌶
）
で
す
。

平
成
17
年
３
月
７
日
に
町
水
田

農
業
推
進
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、

町
の
配
分
等
に
つ
い
て
協
議
を
し

た
と
こ
ろ
、
各
農
家
の
対
象
水
田

面
積
に
対
し
、
一
律
66
・
０
％
と

す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

米
の
需
給
安
定
を
図
る
た
め
の

制
度
で
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
経
済
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

米
の
生
産
目
標
数
量
を
配
分
し
ま
す

住
民
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